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久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 主旨 

  非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和に係る所要の改正を行います。 

 

２ 主な内容 

 (1) 育児休業及び部分休業の取得要件について、在職期間の定めを削除する。 

 (2) 令和４年４月１日から施行すること。 

 

３ 関係規則の改廃 

久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する規則 

（別紙案のとおり） 
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久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する規則の一部を改正

する規則  

久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する規則（平成２０年久喜宮

代衛生組合規則第２号）の一部を次のように改正する。  

第１条の３（見出しを含む。）中、「第２条第３号ウ」を「第２条第３

号イ」に改める。  

第１４条の見出し中「第１９条第２号イ」を「第１９条第２号」に改

め、同条中「第１９条第２号イ」を「第１９条第２号」に改め、「非常勤

職員は」の次に「、１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員

又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で１年

間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員であって」を加える。  

   附 則  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 

（案） 
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久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する規則（平成２０年久喜宮代衛生組合規則第２号）の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

 

(条例第２条第３号イの衛生組合規則で定める非常勤職員) 

第１条の３ 条例第２条第３号イの衛生組合規則で定める非常勤

職員は、１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は

週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で１

年間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員とする。 

 

(条例第１９条第２号 の衛生組合規則で定める非常勤職員) 

第１４条 条例第１９条第２号 の衛生組合規則で定める非常勤

職員は、１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は

週以外の期間によって定められている非常勤職員で１年間の勤

務日が１２１日以上である非常勤職員であって、１日につき定め

られた勤務時間が６時間１５分以上である勤務日がある者とす

る。 

 

 

(条例第２条第３号ウの衛生組合規則で定める非常勤職員) 

第１条の３ 条例第２条第３号ウの衛生組合規則で定める非常勤

職員は、１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は

週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で１

年間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員とする。 

 

(条例第１９条第２号イの衛生組合規則で定める非常勤職員) 

第１４条 条例第１９条第２号イの衛生組合規則で定める非常勤

職員は、                         

                              

                     、１日につき定めら

れた勤務時間が６時間１５分以上である勤務日がある者とする。 

 

 

 


